
○　日南市内の公立病院のあり方検討業務　質問回答

No. 質問内容 回答

1

グループ会社でも実績があり、同じスタッフが業務を担当して

いるが、グループ会社の実績も認めてもらえるか。
応募の要件としている同種業務の実績については、応募される

法人（以下「応募法人」）が契約主体となった事業のみを対象

とします。

　

ただし、別のグループ法人が契約主体となった事業に応募法人

の職員が関与している場合に、応募法人の業務遂行能力の証明

の一環として当該実績を企画提案書に記載することは差し支え

ありません。

この場合は、どちらの実績か分かるように記載してください。

2

当社は、日南市内に事業所を有しておりません。

日南市へ電話にて問い合わせたところ、納税および法人の情報

登録がないため、納税証明書の発行を行えない旨の回答をいた

だいております。

実施要領　5提出すべき書類（7）納税証明書について、日南市

の税の未納がない旨の証明は、国及び宮崎県発行の納税証明書

とは別に、当社が日南市内に事業所を有していないため提出を

省略させていただく旨を記載した、納税証明書に関する理由書

を提出することで問題ないでしょうか。

理由書の提出等に代えていただいて差し支えありません。

3

仕様書 2業務内容⑴ 現状と課題の分析イ内部環境調査におい

て、両院レセプトデータに基づいた調査・分析内容が示されて

いますが、当該レセプトデータのみならず、日南市及び同じ二

次医療圏に含まれる串間市の有する国保・後期高齢レセプト

データ（直近5年分）のご提供も可能でしょうか。

両院以外のレセプトデータについては、受託者において関係機

関や公表データ等から取得いただくことを想定していますが、

必要に応じ発注者からも提供依頼等を行います。

4

本業務は、宮崎県病院局様に対して遂行することが基本である

との理解でよろしいでしょうか。

その場合、両院に対する直接的な協議や定例会議への対応等は

不要との理解でよろしいでしょうか。もしくは必要に応じてそ

れらを実施させていただくことは可能でしょうか。

宮崎県病院局、日南市及び両院と、複数回の面談を実施し、業

務の進捗報告や作業工程に関する協議を行っていただきます。

（仕様書「３　業務実施に関する条件等」参照）

5

外部環境調査で実施する医療圏における流入出状況の調査につ

いては、（両院のレセプトデータデータだけでなく、）医療圏

全体のレセプトデータが必要となりますが、業務開始後にご提

供いただくことは可能でしょうか。

両院以外のレセプトデータについては、受託者において関係機

関や公表データ等から取得いただくことを想定していますが、

必要に応じ発注者からも提供依頼等を行います。

6

あり方検討委員会の第1回の議題（案）に「中部病院の移転先

検討」とありますが、今回の業務に移転に関する何らかの支援

が含まれるのでしょうか。

含まれる場合は、どのような支援が必要であるか、できる限り

具体的にご教示いただけませんでしょうか。

（例：移転の可否・要否検討、事業計画策定、移転先候補地の

検討など。）

中部病院の移転の要否・候補地の検討等については、本業務と

は別に発注者において実施することとしております。

本業務では、当該検討等の結果について、あり方検討委員会や

住民説明会等での資料の作成等について支援をいただくことを

想定しています。



7

「中部病院の移転」に関する協議経緯や計画内容等を把握でき

る資料をご提供いただけませんでしょうか。 仕様書等に記載のとおり、医療需要の変化への対応や南海トラ

フ地震等の災害への対応等の課題がある中で、あり方検討委員

会を設置し、重点的に協議することとしたものです。

中部病院の移転も含めたあり方の検討を行うこととしており、

現時点で決まっている計画等はありません。

参考：「日南市内の公立病院の医療連携等に係る基本協定」締

結式について（https://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikanri-

hp/kurashi/iryo/oshirase/20260213160550.html）

8

両院のレセプトデータを分析するにあたり、当該データに掲載

されている情報が正しいものであること（当該データ自体に齟

齬や欠損等があることによる分析精度の低下は、受託の責では

ないこと）を前提としてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

9

作成・提出が求められている「議事録」は、文字起こしレベル

ではなく、決定事項や主要な協議内容を要約するレベルのもの

でよろしいでしょうか。

文字起こしレベルまでは求めませんが、決定事項や主要な協議

内容の要約に加え、各委員の発言要旨等もまとめていただきま

す。

10

「日南市内の公立病院のあり方検討業務委託に係る受託候補者

選定委員会」には、病院以外（行政職員や外部有識者等）の方

は含まれるでしょうか。

実施要領の９（６）に記載のとおり、現時点では明らかにでき

ません。

11

「過去５年以内に同種の業務の実績を有する者」との記載があ

りますが、ここでいう「同種の業務」とは、病院の移転整備等

を含む病院再整備事業における基本構想の策定を支援する業務

のうち、地域医療体制や医療圏全体への影響を考慮した検討を

支援した業務の実績についても、同種業務の実績として認めら

れると考えてよろしいでしょうか。

また、別紙２に記載の審査基準における「同種業務の履行実

病院の移転整備等を含むものに限らず、医療提供体制の構築に

関する業務であれば実績として認めます。

12

「国、宮崎県、日南市の税の未納がない旨の証明」との記載が

ありますが、当社は宮崎県および日南市に事務所等を設置して

おらず、当該自治体に対する納税義務および納税実績がありま

せん。このような場合、国税および本社所在地に係る地方税に

ついて「未納がない旨の証明」を提出することで足り、宮崎県

および日南市に係る納税証明書については提出不要との理解で

よろしいでしょうか。

「国、宮崎県、日南市の税の未納がない旨の証明」との記載が

ありますが、日南市税務課に問合せした結果、未納がない旨の

証明は発行できないとの回答を受領しています。当社は日南市

に事務所等を設置していないため、未納がない旨の証明は不要

との理解でよろしいでしょうか。

理由書の提出等に代えていただいて差し支えありません。

13

プレゼンテーションに用いる説明資料は、提出する企画提案書

と同一の内容に限られるのでしょうか。それとも、企画提案書

の内容を抜粋・要約したPowerPoint等で作成した資料（A4横

等）を用いて説明することも差し支えないでしょうか。

差し支えありません。



14

提供予定のデータについて、個人情報保護の観点から匿名加工

等が施されたデータとして提供されるとの理解でよろしいで

しょうか。また、提供されるデータの内容・形式については、

診療報酬請求事務における「レセプト電算処理システム上の

データ（CSV形式のテキストで電子的に記録された診療報酬明

細書）」ではなく、「DPCの評価・検証等に係る調査（退院患

者調査）」の提出データ、すなわちEFファイル等を含む

「DPC調査提出データ」を想定しているとの理解でよろしいで

しょうか。

提供するデータにつきましては、匿名加工を行います。

データの内容・形式についてはご質問のとおりです。

15

「ⅰ 患者分布調査」および「ⅲ 病床機能別患者調査」につい

て、想定されている具体的な調査項目、ならびに両調査におけ

る調査項目の違いについてご教示ください。

例えば、「ⅰ 患者分布調査」については、来院患者の居住地

分布を切り口とし、両院における来院患者の特性について、診

療科、疾病分類、来院経路等の観点から整理・分類を行う調査

との理解でよろしいでしょうか。

一方、「ⅲ 病床機能別患者調査」については、厚生労働省の

「病床機能報告制度」における病床機能区分（高度急性期、急

性期、回復期、慢性期）を切り口とし、入院患者の入院先の病

床機能別に、両院における患者の特性について、診療科、疾病

分類、来院経路等の観点から整理・分類を行う調査との理解で

よろしいでしょうか。

ご質問のとおりですが、「ⅲ 病床機能別患者調査」の病床機

能区分については、新たな地域医療構想策定ガイドラインにお

ける医療機関機能を踏まえ、急性期拠点機能、高齢者救急・地

域急性期機能、在宅医療等連携機能、専門等機能での整理をお

願いします。

16

両院の決算書データや経営報告資料などからの経営状況にかか

る分析調査は、調査対象外との理解でよろしいでしょうか。
ご質問のとおりです。

17

「今後求められる医療機能等の提案」につきましては、令和８

年２月21日に締結された「日南市内の公立病院の医療連携等に

係る基本協定書」における、「協定内容　第２条」に記載され

ている内容を踏まえ、同協定に示されている医療機能や役割分

担、ならびに医療連携の考え方に沿った検討を基本とするとの

理解でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

18

あり方検討委員会の想定される委員の構成（例：医師会関係

者、有識者、行政関係者等）について、差し支えない範囲でご

教示ください。

両院の代表、行政職員、外部有識者（医師会、大学、住民代表

など）等です。

19

住民説明会を開催予定とのことですが、本業務における支援内

容は、住民説明会資料の作成支援のみであり、住民説明会への

同席や、住民からの質疑に対する対応支援は含まれないとの理

解でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

20

住民説明会の開催予定について、想定されている開催時期等あ

りましたらご教示ください。 現時点で、具体的に想定している開催時期はありません。

21

「業務委託契約書に明示していない事項であっても、本件業務

に当然に付随するものについては適切に対応すること」との記

載がありますが、応募者側において、事前に当該「当然に付随

するもの」に該当し得る業務内容が想定される場合には、企画

提案書においてあらかじめその内容を明示するとともに、見積

書において当該業務の実施を前提とした積算を行うとの理解で

よろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。



22

「事業報告書」につきましては、本業務仕様に基づき実施した

各業務の内容に対する成果資料を取りまとめた報告書であると

認識しておりますが、「２ 業務内容（4）」において示されて

いる「今後のあり方検討報告書」とは、別の成果物を指すとの

理解でよろしいでしょうか。「事業報告書」について、現時点

で想定されている具体的な資料構成がございましたら、ご教示

ください。

「事業報告書」につきましては、ご質問のとおりです。

具体的な資料構成は受託者にお任せします。

「今後のあり方検討報告書」につきましては、あり方検討委員

会としての最終的な検討結果をまとめるもので、それを基に今

後宮崎県及び日南市において、医療提供体制の整備を進めてい

くものです。

23

第１回のあり方検討委員会の想定議題として「中部病院の移転

先検討」が掲げられていますが、委託契約締結時期（５月末予

定）から第１回委員会開催（７月上旬頃）までの期間が比較的

短いことから、現時点で既に一定の移転先候補が整理されてお

り、方向性の検討が可能な状況にあるとの理解でよろしいで

しょうか。

中部病院の移転の要否・候補地の検討等については、本業務と

は別に発注者において実施することとしております。

仕様書に記載のスケジュールは現時点での想定であり、検討の

状況により変更する可能性があります。

24

第１回あり方検討委員会の想定議題として「中部病院の移転先

検討」が掲げられていますが、本件において中部病院の移転先

そのものの検討・選定に関する支援は、本業務の対象外との理

解でよろしいでしょうか。もし、本業務の範囲内に含まれる場

合には、具体的に想定されている支援内容および業務範囲につ

いてご教示ください。

中部病院の移転の要否・候補地の検討等については、本業務と

は別に発注者において実施することとしております。

本業務では、当該検討等の結果について、あり方検討委員会や

住民説明会等での資料の作成等について支援をいただくことを

想定しています。

25

第４回あり方検討委員会の想定議題として「今後のあり方のま

とめ」が掲げられておりますが、令和８年２月21日に締結され

た「日南市内の公立病院の医療連携等に係る基本協定書」にお

いては、宮崎県病院局長および日南市長が協定内容の承認者と

されていることから、本あり方検討に係る最終的な承認者につ

いても、同様に宮崎県病院局長および日南市長となるものと想

定しております。つきましては、本業務期間内における、「あ

り方検討委員会における検討・整理のプロセス」と、「最終承

認者となり得る宮崎県病院局長および日南市長による内容承認

に至るプロセス」、それぞれの位置づけおよび両者の関係性、

ならびに想定されているスケジュールについてご教示くださ

い。

あり方検討委員会においては、両院の機能分化等について望ま

しい姿を令和８年度中に委員会として決定するものです。

宮崎県、日南市においては、当該結果を受け、今後の具体的な

進め方を別途検討します。

26

あり方検討の結果について、宮崎県議会および日南市議会にお

ける取扱い（報告・議決等の要否を含む）について、現時点で

想定されているプロセスおよびスケジュールがございましたら

ご教示ください。また、当該議会対応に関して、資料作成や説

明等の支援は本業務の対象外との理解でよろしいでしょうか。

あり方検討委員会の状況については、適宜議会に報告する予定

であり、現時点で決定しているものではありません。

なお、議会対応は本業務の対象外です。

27
記載する業務実績書は１件のみ記載するとの理解でよろしいで

しょうか。
件数の制限はありません。

28
記載する業務名は最大５件を記載するとの理解でよろしいで

しょうか。
件数の制限はありません。

29

３．参加資格要件（２）に「過去５年以内に同種の業務の実績

を有する者」との記載がありますが、業務実績書および業務主

任（予定）者略歴書に記載する業務実績についても、いずれも

過去５年以内の実績を対象として記載する必要があるとの理解

でよろしいでしょうか。

いずれも、過去５年以内の実績を記載してください。


